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平成30年６月14日の国家戦略特別区域諮問会議において、愛知県、兵庫県養父市及び福岡市におけ

る遠隔服薬指導の実施に関する計画が認定され、遠隔服薬指導事業が行われている。今回は、先行

研究調査を行って従来の服薬指導に関する課題を抽出することと、また、日本在宅薬学会に服薬指

導に関するヒアリング調査を行った結果を合わせて、遠隔服薬指導のあり方を考察することを目的

とする。訪問服薬指導ができない小規模な薬局において、薬剤師がTV電話等により介護職や看護職

と患者の情報を共有することによって、患者の服薬に関する問題が解決できるものと考えられた。

また、遠隔服薬指導に求められていることは、投薬後の患者の日常生活の把握と長期的なモニタリ

ング、そして施設職員に対する服薬指導であると考えられた。 

    

 Ａ．研究目的        
１．背景 

 平成30年６月14日の国家戦略特別区域諮問会議に

おいて、愛知県、兵庫県養父市及び福岡市における

遠隔服薬指導の実施に関する計画が認定され1)、遠

隔服薬指導事業が行われている2)。 

 しかし、遠隔服薬指導の実証においては、福岡市、

愛知県で先行してスタートするも、患者はそれぞれ1名

であり、実証の効果検証に至るレベルまでの道のりが

見えないことが報告されている3)。 

 一方、平成28年3月厚生労働省では、「電子処方せ

んの運用ガイドライン」を策定したが、ガイドラインに準

じて電子処方箋が運用されている地域はない4)。 

 

２．研究概況  

医中誌を確認した結果、本邦において訪問服薬

指導に関する研究はあるものの、遠隔服薬指導の

研究は存在しない。 

 

３．目的 

 今回は、先行研究調査を行って従来の服薬指導

に関する課題を抽出することと、また、日本在宅

薬学会に服薬指導に関するヒアリング調査を行っ

た結果を合わせて、遠隔服薬指導のあり方を考察

することを目的とする。 

 

４．意義と期待成果 

 従来の服薬指導の課題の抽出から、遠隔服薬指

導のあり方を求めることができることが期待され

る。 

 

Ｂ．研究方法 
１．平成30年度の研究項目と手法  

 1)先行研究調査 

  従来の服薬指導と服薬指導システムについて、

医中誌検索による文献と書籍から先行研究調査

を行った。 

 2)日本在宅薬学会へのヒアリング調査 

日本在宅薬学会理事長の狭間研至先生にヒア

リングし、その結果を整理した。 

  

（倫理面への配慮）   

 調査に当たっては、倫理面に関する考慮は必要

としない。 

 

Ｃ．研究結果 
１．先行研究調査 

  1)従来の服薬指導について 

長野県佐久市の薬剤師会管内の全薬局（52薬

局）を対象に実施した在宅医療調査の結果、在

宅患者訪問薬剤管理指導および居宅療養管理指

導（管理指導）の届出は38/52 薬局（75％）で

なされていた。このうち訪問応需可能は33薬局

で届出情報と実際の応需可否に乖離がみられた。

また16 km 圏内訪問応需可能薬局は10/33薬局

（30％）であり、実態は小規模な薬局が多く在

宅医療への参画は難しい場合があった5)。 

また、訪問看護を受けている患者が必要とし

ている薬剤師の提供するサービスの中で、最も

多くの患者に必要と思われた項目は服薬指導で

あり、いわゆるハイリスク薬に分類される薬を

在宅患者の60％が服用していた6)。独居高齢者の

場合は月2回の訪問診療の間を埋めるように薬

剤師が毎週訪問し、血圧などを測定し患者の様

子とともに報告する服薬支援計画を提案した7)。

認知症の在宅患者の訪問服薬指導においては、

薬剤師は医師の往診に合わせ2週間に1度行って

いる。訪問看護師、ヘルパーが利用している連

絡ノートを活用し、薬の変更点や注意事項など

を記載した8)。 

  看護職や介護職が患者の生活状況などの情報

を関係者間で共有し薬剤に関する情報が一元的
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に集約できるような働きかけを行うことが重要

であり、職種や立場を超えた対話の場作りが必

要であることが報告された9)。 

 

 2)服薬指導システムについて 

 長崎県五島市において、「五島市地域調剤情報

共有システム」は、患者情報、処方日、医療機関、

医師等の処方情報、薬剤情報及び用量・用法等の

情報を提供するシステムで、市内全薬局が参加し、

患者の同意取得率は2016年9月現在で登録住民数

の約33%であった。成果として、薬剤師による服薬

指導の強化、調剤状況のデータ共有であった。ま

た抗インフルエンザ薬の調剤数をカウントして、

医療機関、学校、高齢者施設等と情報共有した結

果、早期かつ正確に感染状況が把握できるように

なった10）。 

 

２．日本在宅薬学会へのヒアリング調査 

 1)在宅医療における薬剤師の位置づけ 

狭間研至先生は医師で薬局を経営する立場か

ら、訪問診療の際に薬剤師に同行してもらう医

薬連携を2003年から行っている。薬剤師は調剤

時の服薬指導のみでなく、指導義務（薬剤師法

第25条の2）のもと、投薬後に継続的にフォロー

を行うことが必要であると述べている。 

 

 2)薬剤師に期待される役割 

薬剤師は、医師や看護師が知識を持っていな

い薬物動態学、薬理学、製剤学の知識を持って

おり、患者の状態を薬学的アセスメントによっ

て謎解きすることが求められると述べている。 

例えば、血圧が低くならないのは薬を飲んで

いないためかもしれない、また、この薬を飲め

ば嘔吐症状が出ることが予想され、あるいはH1

ブロッカーによる中枢神経機能の抑制による認

知機能の障害といった副作用の出現が予想され

るといったことである。 

狭間先生の経験として、睡眠薬を処方したら

せん妄が出たため、レビー小体型認知症を疑っ

たが、薬剤師から睡眠薬を増量したことが原因

であることを指摘され、減量したらせん妄症状

がなくなったということであった。 

また、ご飯をちゃんと食べているか、薬を飲

んでいるか等の日常生活を確認することが薬剤

師にとって重要であると述べていた。 

 

  3)服薬指導の提供方法の提案 

   ①分割調剤の有効活用 

   90日処方を30日分ずつに分割調剤して、訪

問回数を増やして患者の状態変化を確認する。 

    

   ②副作用の確認 

   抗がん剤のような副作用のあるものに関し

て、医師の診察前に薬剤師が事前に掌の発赤

がないか確認する。 

   

   ③服薬アドヒアランスの確認 

   慢性疾患の増悪は服薬アドヒアランスの低

下によるものであり、服薬アドヒアランスを

確認する。 

 

 ④居宅療養管理指導、在宅患者訪問薬剤管理指

導の利用 

介護保険の「居宅療養管理指導」、医療保険

の「在宅患者訪問薬剤管理指導」において薬

剤師は月に4回訪問が可能であり、訪問機会を

利用する。 

 

３．考察 

1)従来の服薬指導の課題 

従来の服薬指導は、小規模な薬局ではマンパ

ワーが不足しているため、訪問服薬指導はでき

なかった。 

一方で、薬剤師に対する訪問服薬指導の他職

種からのニーズは高かった。 

 また、介護職は医療職よりも患者との共有時

間が長い分、薬効や薬物有害事象を発見しやす

い。看護職が高齢者に出現している易転倒性・

物忘れなどの老年症候群を観察することで不必

要な増薬が避けられるという報告がある11)。 

 よって、訪問服薬指導ができない小規模な薬

局において、薬剤師がTV電話等により介護職や

看護職と患者の情報を共有することによって、

患者の服薬に関する問題が解決できるものと考

えられた。 

 

2)遠隔服薬指導のあり方 

 中野らは、処方箋が作成されて正確に服用さ

れるまでの間で起こり得る問題の解決に、薬物

動態学的知識を有している薬剤師の介在は極め

て重要であるとした12)。また、狭間は、薬に関

する仕事が施設の中で大きくまた重要な問題に

なっていること、それらの業務が看護師や介護

職などを精神的・時間的に圧迫し業務に支障を

来たしていることが明らかになってきたと述べ

た13)。 

 よって、遠隔服薬指導に求められていること

は、投薬後の患者の日常生活の把握と長期的な

モニタリング、そして施設職員に対する服薬指

導であると考えられた。 

  しかし、薬局の収入源に関して、介護保険の

場合は「居宅療養管理指導費」、医療保険の場

合は「在宅患者訪問薬剤管理指導料」、交通費

は「患家の負担とする」と明記されているもの、

心情的にも現実的にもお願いしづらいとされて

いた13)。遠隔服薬指導に関して、訪問がいらなく

なった分、長期モニタリング加算等、別の費用

補填が望まれる。 

 

Ｄ.健康危険情報 
 文献考察と医師へのヒアリング調査なので、健
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康に危険を及ぼすことはない。 
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